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流 山 市 L I N E 公 式 ア カ ウ ン ト 利 用 規 約  

 

 

流 山 市 （ 以 下 「 市 」 と い い ま す 。） が 運 営 す る L I N E 公 式 ア カ ウ

ン ト（ 以 下「 本 ア カ ウ ン ト 」と い い ま す 。）と 、本 ア カ ウ ン ト を 通

じ た 情 報 の 提 供（ 以 下「 本 サ ー ビ ス 」と い い ま す 。）に 関 し て 、利

用 規 約 （ 以 下 「 本 規 約 」 と い い ま す 。） を 以 下 の と お り 定 め ま す 。 

 

１  利 用 に か か る 同 意  

本 サ ー ビ ス を 利 用 す る 利 用 者 （ 以 下 「 利 用 者 」 と い い ま す 。）

は 、 本 サ ー ビ ス の 利 用 前 に 本 規 約 を 必 ず 確 認 し 、 同 意 し た 上 で

利 用 し て く だ さ い 。  

な お 、 本 ア カ ウ ン ト を 利 用 す る こ と に よ り 、 本 規 約 に 同 意 さ

れ た も の と み な し ま す 。  

ま た 、利 用 者 は 、 L I N E 株 式 会 社 が 定 め る 各 種 利 用 規 約 等 に つ

い て も 遵 守 す る も の と し ま す 。  

 

２  ア カ ウ ン ト 運 営  

（ １ ） 運 営 者  

流 山 市  

（ ２ ） L I N E 公 式 ア カ ウ ン ト 名  

流 山 市  

（ ３ ） 提 供 サ ー ビ ス  

ア  メ ッ セ ー ジ 配 信  

①  災 害 や 緊 急 事 態 に 関 す る 情 報  

②  市 が 主 催 し 、共 催 し 、ま た は 後 援 す る 事 業 、イ ベ ン ト 等 の  

情 報  

③  上 記 の 他 、 市 が 適 当 と 認 め る も の  

イ  自 動 応 答 メ ッ セ ー ジ  

 

３  回 答  

市 は 、 本 ア カ ウ ン ト の 利 用 者 か ら 投 稿 さ れ た メ ッ セ ー ジ 等 に

対 し 、 原 則 と し て 個 別 の 回 答 を 行 わ な い も の と し ま す 。  



2 

 

あ ら か じ め ご 了 承 く だ さ い 。  

  

４  免 責 事 項  

（ １ ） 市 は 、 本 ア カ ウ ン ト に お け る 情 報 提 供 な ど 利 用 者 に 提 供 す

る サ ー ビ ス に つ い て 、 事 実 上 又 は 法 律 上 の 瑕 疵 （ 安 全 性 、 信

頼 性 、 正 確 性 、 完 全 性 、 有 効 性 、 特 定 の 目 的 へ の 適 合 性 、 セ

キ ュ リ テ ィ な ど に 関 す る 欠 陥 、 エ ラ ー や バ グ 、 権 利 侵 害 な ど

を 含 み ま す 。）が な い こ と を 明 示 的 に も 黙 示 的 に も 保 証 し ま せ

ん 。  

ま た 、市 は 、利 用 者 に 対 し て 、か か る 瑕 疵 を 除 去 し て 本 サ ー

ビ ス を 提 供 す る 義 務 を 負 い ま せ ん 。  

（ ２ ） 市 は 、 利 用 者 及 び 第 三 者 に よ り 投 稿 さ れ た コ ン テ ン ツ （ コ

メ ン ト ・ 写 真 ・ 動 画 等 ） に つ い て 一 切 責 任 を 負 い ま せ ん 。  

（ ３ ） 市 は 、 本 ア カ ウ ン ト に 関 連 し て 、 利 用 者 と 第 三 者 間 で ト ラ

ブ ル ・ 紛 争 が 発 生 し た 場 合 で あ っ て も 、 一 切 責 任 を 負 い ま せ

ん 。  

（ ４ ）本 ア カ ウ ン ト は 、 L I N E 株 式 会 社 の シ ス テ ム に よ っ て 運 用 さ

れ て い ま す 。  

L I N E 株 式 会 社 の シ ス テ ム 運 用 状 況 に 関 し て は 一 切 お 答 え す

る こ と が で き ま せ ん 。  

ま た 、 L I N E 株 式 会 社 及 び 第 三 者 か ら 提 供 さ れ て い る ソ フ ト

ウ ェ ア や ア プ リ の 機 能 、 利 用 方 法 、 技 術 的 な 質 問 な ど に 関 し

て 、 一 切 回 答 す る 義 務 を 負 い ま せ ん 。  

（ ５ ）市 は 、予 告 な く 本 ア カ ウ ン ト の 掲 載 情 報 を 変 更 又 は 削 除 し 、

サ ー ビ ス の 運 用 を 中 断 し 、 又 は 中 止 す る 場 合 が あ り ま す 。  

（ ６ ） 市 は 、 本 規 約 に つ い て 予 告 な く 変 更 す る 場 合 が あ り ま す 。  

 

５  知 的 財 産 権 の 帰 属  

掲 載 し て い る 記 事 、 写 真 、 イ ラ ス ト 、 音 声 、 動 画 等 に 関 す る

知 的 財 産 権 は 、 市 又 は 市 以 外 の 正 当 な 権 利 を 有 す る 者 に 帰 属 し

ま す 。  
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６  禁 止 事 項  

利 用 者 は 、 本 ア カ ウ ン ト の 利 用 に 際 し て 、 次 に 掲 げ る 行 為 を

し て は な ら な い も の と し ま す 。  

利 用 者 に よ る 投 稿 に つ い て 、 市 が 、 禁 止 事 項 に 該 当 す る と 判

断 し た 場 合 は 、 投 稿 者 に 断 り な く 、 投 稿 の 全 部 又 は 一 部 の 削 除

そ の 他 の 必 要 な 措 置 を と る こ と が で き る も の と し ま す 。  

（ １ ） 法 律 、 法 令 等 に 違 反 す る 内 容 又 は 違 反 す る 恐 れ が あ る も の  

（ ２ ） 特 定 の 個 人 、 団 体 、 企 業 、 国 、 地 域 等 の 名 誉 若 し く は 信 用

を 傷 つ け 、 若 し く は 誹 謗 中 傷 す る 行 為  

（ ３ ） 虚 偽 又 は 著 し く 事 実 と 異 な る も の 及 び 単 な る 風 評 や 風 評 を

助 長 さ せ る も の  

（ ４ ） 本 人 の 承 諾 な く 個 人 情 報 を 特 定 ・ 開 示 ・ 漏 え い す る 等 の プ

ラ イ バ シ ー を 侵 害 す る も の  

（ ５ ） 市 又 は 第 三 者 の 著 作 権 そ の 他 一 切 の 知 的 財 産 権 、 肖 像 権 、

プ ラ イ バ シ ー そ の 他 の 人 格 権 そ の 他 法 律 上 保 護 さ れ た 権 利 ・

利 益 を 侵 害 す る 行 為  

（ ６ ） 政 治 、 宗 教 活 動 を 目 的 と す る も の  

（ ７ ） 人 種 ・ 思 想 ・ 信 条 等 の 差 別 又 は 差 別 を 助 長 さ せ る も の  

（ ８ ） 公 の 秩 序 ま た は 善 良 の 風 俗 に 反 す る も の  

（ ９ ） 本 ア カ ウ ン ト の 他 の 利 用 者 そ の 他 第 三 者 に な り す ま す 行 為  

（ 1 0） 広 告 、 宣 伝 、 勧 誘 、 営 業 活 動 、 そ の 他 営 利 を 目 的 と す る も

の  

（ 1 1） L I N E 株 式 会 社 が 定 め る L I N E 利 用 規 約 に お い て 禁 止 行 為 と

さ れ る 行 為  

（ 1 2） そ の 他 、 市 が 不 適 切 と 認 め る 情 報 及 び こ れ ら の 内 容 を 含 む

リ ン ク 等  

 

７  個 人 情 報  

（ １ ） 市 は 、 個 人 情 報 （ 流 山 市 個 人 情 報 保 護 条 例  （ 平 成 1 4 年 3

月 2 7 日 条 例 第 1 号 。 以 下 「 条 例 」 と い い ま す 。） 第 2 条 第 1

号 に 規 定 す る 個 人 情 報 を い い ま す 。以 下 同 じ 。）に つ い て 、条

例 の 規 定 に 基 づ き 、 適 切 に 収 集 、 利 用 及 び 管 理 す る も の と し

ま す 。  
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（ ２ ） 市 は 、 当 該 個 人 情 報 に 係 る 個 人 の 意 思 に よ る も の を 除 く ほ

か 、 本 ア カ ウ ン ト を 通 じ て 個 人 情 報 を 収 集 し ま せ ん 。  

 

８  問 い 合 わ せ 先  

流 山 市  総 合 政 策 部  情 報 政 策 ・ 改 革 改 善 課  

I T 政 策 ・ セ キ ュ リ テ ィ 係  

電 話 ： 0 4 - 7 1 5 0 - 6 0 7 8  


